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令和２年度始め総会 

書面表決書結果お知らせ 

 

盛夏の候、皆様におかれましては益々のご健勝のことと存じます。 

さて７月２１日㈫期日を迎えた書面表決書について集計結果とご意見・ご要望についてお

知らせ致します。 

 

集計結果 

提出    300 人      回答   281 人    無効   19 人 
未提出      143 人 

※同一氏名（内一票）、無記名は無効票 

 

上記の提出人数が会員の 1/6 以上です。 

PTA 規約第 6 章 17 条により総会は成立しております。 

 

議案集計結果 

 

 

議案 賛成 反対 

１）教職員役員 ２８１ ０ 

２）令和元年度会計決算報告 ２８１ ０ 

３）事業案     ２８１ ０ 

４）令和 2 年度予算案 ２７９ ２ 

 

以上。 

すべての議案に対し提出者の過半数を超えています。 

PTA 規約第 6 章第 17 条によりすべての議案を可決と致します。 

  



 

~ご意見・ご要望について~ 

 

・予算案について 

 学級委員会が予算科目に入っていて、しかも増額されている。 

 活動自体がないのにどうやって執行するのか？ 

 

  

 科目名称の変更もせず、学級委員会の事業案も『活動はありません』のみの記載だっ

たので、※１の説明では伝わりにくかったかと思います。 

 

 今年度の学級委員会は組織しませんでしたが、学級委員会活動はあくまで休止してい

るだけです。例年行われている事業内容を執行するかについては、現時点で検討中であ

るため、科目名称も例年通りで計上しています。尚、事業を行う場合は、執行部やボラ

ンティア有志を募って対応していく予定です。 

 

 増額している件は、前年度２年～５年生の学年親睦会が廃止されたので減額しました

が、あまり余裕が無かったためです。 

今年度、例年同様の事業内容とするならば、感染防止対策の小包装も必要と考えられ、

予算を増額しています。    

                             PTA 会長 平宅 史郎 

 

 

以上をもって、令和 2 年度始め総会の締結を宣言いたします。 

 

 

上記の結果を皆様のお気持ちと受け取り教職員・執行部・委員長及び委員の皆様との輪を

もって、より良い活動に活かせる努力をしてまいります。 

 

お忙しい時間の中、ご理解ご協力、ありがとうございました。 


